
















要約:産婦人科医は昭和 51 年に発表された風疹抗体価の判断基準を基に妊婦の診断を下し、

対処をしてきた。しかし、平成 2年に「母子感染をめぐる検査成績の解析と指導基準に関

する研究」一妊婦に関連して風疹抗体価判定法の指針づくり一(以下「指針」と略)で判定

法が示された。その内容は従来の基準とは非常に異なっており、これがそのまま用いられ

るならば、産婦人科医は大きな思考の転換をせなばならず、また、妊婦に与える影響は甚

大である。そこで、この新たな判定法の問題点を検討した。研究方法としては、実際の風

疹患者の血清検査結果を得るとともに、文献的考察を行った。風疹患者の予研法による H1

抗体は、発病後約 2週間で 256 から 2048 倍の高値を示し、その後抗体価は徐々に低下した

が、発病後 2・3か月間は 256 倍程度以上の高値を示した。市販キットによる風疹 IgM 抗体

は発病後 1週間以内にすべての症例が陽性を示し、抗体価は急上昇し約1週間で最高値を

示した。その後抗体価は低下し、約 1～3か月後にはほとんどが陰性となった。以上の HI、

IgM 抗体検査の結果は文献的にも正しいものであることが確認された。従って、現時点で

は HI 抗体価に関しては予研法を用いれば従来の基準で問題はないと思われた。また IgM

抗体検査については市販キットを正しく使用すれば、通常の免疫学的知見通りであり、近

過去の感染の診断が可能と判断された。しかし、「指針」の HI抗体検査は抗体価による判

断を示しておらず、単に免疫の有無を診断する定性検査となっていて、予研法を勧める点

と矛盾していた。また、IgM 抗体検査では感染後でも IgM 抗体が産生されない状態を容認

する内容であり、免疫学的常識に反する誤りが見られた。この判定法は自らを正当化する

根拠を示していないが、現状にあった判定法を求める余り不正確な検査による成績をも容

認したために生じたと考えられた。判定法は検査が正しく行われた時に初めて有効なもの

となるのであるから、現状にあった判定法を求める前に、異常値の原因を追及、解析し、

改善を促すことが先決である。また、現状では検査が正しく行われているかどうかを知る

術もなく、診断が下され、処置がなされているので、検査の実態を調査し、監督する必要

がある。また、各検査機関におけるデータの蓄積とその公表が望まれる。 


